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○趣旨 

過疎地域における県税の課税免除の対象となる事業用設備に、農林水産物等販売業

用設備が新たに追加され、情報通信技術利用事業用設備が削除されたことに伴い、必

要な規定の整備を行うものです。 

 

 

○施行期日 

公布の日（平成２９年７月１４日） 

 


